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平成23年12月期第１四半期連結財務諸表に対する 

四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 12 月期第１四半期に係る四半期報告書を提出するにあたり、金融商品取

引法第 193 条の２第１項の規定に基づく四半期レビューについて、アスカ監査法人より結論を

表明しない旨の四半期レビューを本日受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．背景と概要 

当社グループは、平成 22 年 12 月期連結会計年度において、1,382 百万円の当期純損失

を計上しており、1,505 百万円の債務超過状態となっております。また、平成 23 年 12 月

期第１四半期連結累計期間においても、営業損失 59 百万円、四半期純損失 72 百万円を計

上し、1,577 百万円の債務超過状態となっております。さらに、当社株式は、平成 23 年５

月 13 日（金）から平成 23 年６月 13 日（月）までの期間、整理銘柄に指定され、平成 23

年６月 14 日（火）に上場廃止となることから、資金調達を柔軟に行うことができなくなる

可能性があります。これらにより、当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義が存在

しております。 

 

（参考）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度に 393,079 千円、当第１四半期連結累計期間に 59,219 千

円の営業損失を計上し、また前連結会計年度に 1,382,539 千円、当第１四半期連結累計期間に

72,134 千円の当期純損失及び四半期純損失を計上しております。また、当第１四半期連結会計

期間末は 1,577,311 千円の債務超過となっております。さらに、平成 23 年５月 13 日付で名古

屋証券取引所より整理銘柄に指定されており、平成 23 年６月 14 日付で上場廃止となることか



ら、資金調達の目処が立っておりません。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、事業の更なる再編を実

行し、収益力の向上を最優先課題として、経営基盤の強化を図ります。 

 

２．四半期レビュー報告書の記載内容 

 受領した四半期レビュー報告書に記載された内容は以下のとおりです。 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＤＰＧホールディングスの平成 23 年１月１日から平成 23 年 12 月 31 日までの連結会

計年度の第１四半期連結会計期間（平成 23 年１月１日から平成 23 年３月 31 日まで）及び第１四半

期連結累計期間（平成 23年１月１日から平成 23 年３月 31 日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にある。 

 当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基

準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関す

る事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続によ

り行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

記 

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失及び四半期純損失を計上

し、また債務超過の状況にあるため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況

が存在している。当該状況を解消するための会社の対応は、当該注記に記載されているとおりであ

るが、資金増強に関して具体的な目処が立っておらず、資金計画が作成されていない。このため、

当監査法人は継続企業を前提として作成されている上記の四半期連結財務諸表に対する結論を表明

するための手続が実施できなかった。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、上記事項の四半

期連結財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、株式会社ＤＰＧホールディングス及び連結子会社の

平成 23 年３月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点

において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の株式は平成 23 年５月 13 日に名古屋証券取引所

より平成 23 年５月 13 日から平成 23 年６月 13 日まで整理銘柄に指定され、平成 23 年６月 14 日に

上場廃止となる予定である。 
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３．今後の展開 

当社といたしましては、今回の監査法人の意見不表明に至った事由を早期に解消し、監

査意見不表面の解消に向けて全力を尽くす所存です。 

なお、平成 23 年第１四半期報告書は平成 23 年５月 27 日に関東財務局へ提出する予定で

す。 

以上 
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